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１．はじめに 

 

我が国の原子力発電所においては，１９７０年３月に運転を開始した

日本原子力発電株式会社敦賀発電所１号機を始め，これまでに４ユニッ

トが運転開始後３０年を経過しており，玄海原子力発電所１号機におい

ても，２００５年１０月には運転開始後３０年を迎えようとしている。 

 

原子力発電所ではプラントの安全・安定運転を確保するために，電気

事業法に基づく定期検査により，技術基準等への適合が確認されるとと

もに，保守管理における機器等の保全活動として，自主点検や予防保全

活動等の自主保安に取り組んでいる。加えて，最新の技術的知見の反映

や国内外で経験された事故・故障の再発防止対策等についても，必要に

応じ実施しており，これらを通じて良好な安全運転の実績を積み重ねて

いる状況にある。 

また，一般的には，機器・材料は使用時間の経過とともに，経年変化

事象が出現することが知られているが，これまでのところ，原子力発電

所の運転年数の増加に伴って，トラブルの発生件数が増加しているとい

う傾向は認められておらず，現時点で高経年化による原子力発電所設備

の信頼性が低下している状況にはない。 

 

しかしながら，より長期の運転を仮定した場合，経年化に伴い進展す

る現象は，運転年数の長いものから顕在化してくることから，運転年数

の長い原子力発電所に対して，高経年化の観点から技術的評価を行い，

そこで得られた知見を保全に反映していくことは原子力発電所の安全・

安定運転を継続していく上で重要である。 

 

このような認識のもと，１９９６年４月に通商産業省（現：経済産業

省）資源エネルギー庁は「高経年化に関する基本的な考え方」を取りま

とめ，原子力発電所の高経年化対策の基本方針を示すとともに，原子力

発電所の運転開始後３０年を目途に，電気事業者が原子力発電所の各機

器に対し健全性に関する技術評価を定期的に実施するとともに，この評

価結果に基づく適切な保全を行っていく必要があるとした。 
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本報告書は，これら経緯を踏まえ，通商産業省（現：経済産業省）資

源エネルギー庁の評価方針等に基づき，運転開始後３０年を迎える玄海

原子力発電所１号機に対しプラントを構成する系統・構築物・機器に対

し経年変化事象に関する技術評価を実施するとともに，高経年化の観点

から現状の保全活動を充実する新たな保全策を抽出し，それを長期保全

計画として取りまとめたものである。 

なお，本報告書において長期の健全性を評価するにあたっては，資源

エネルギー庁の「高経年化に関する基本的な考え方」と同様６０年間を

運転年数として仮定した。 

 

この結果，現状の保全の継続及び点検・検査の充実等により，今後，

長期間の運転を仮定しても安全に運転を継続することが可能であること

を確認した。 

今後は，策定した長期保全計画に基づき，保全活動を実施していくと

ともに，１０年を超えない期間ごとに高経年化対策検討に係る再評価を

実施していく。なお，これらの実施にあたっては，２００３年９月の

「実用発電用原子炉の設置，運転等に関する規則」の改正に伴い，保安

規定に要求される新たな品質保証及び保守管理の規定に基づき，確実に

実施することで，今後とも原子力プラントの安全・安定運転に努める。 

 

なお，本報告書は各機器の技術評価内容の概要を示すものであり，各

機器の詳細な技術評価については，添付として別冊にまとめている。 
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２．発電所の概要 

 

２．１ 発電所設置の経緯 

 

１９５４年，我が国が原子力平和利用として原子力発電開発の方針を

打ち出して以来，当社においても１９５７年に原子力部門を発足させ，

原子力発電への取組みが本格化した。 

１９６２年頃より九州の主要候補地点について，地質，環境，その他

立地条件に関する実地調査を行った。 

１９６７年，佐賀県玄海町を立地候補地として本格的な調査を開始し，

原子力発電所の設置に適合した立地条件であることを確認するとともに，

同地区は需要の中心地に近く電力系統上有利な点を考慮し，翌１９６８

年６月玄海地点を当社最初の原子力発電所立地地点に選定した。 

その後，原子炉の型式についても検討を進め，１９７０年３月，玄海

原子力発電所には２次系についてこれまで当社が蓄積してきた火力発電

技術をそのまま活用できる「加圧水型軽水炉」を採用することを決定し

た。 

１９７０年５月，玄海原子力発電所１号機の電源開発計画への組入れ

が第５２回電源開発調整審議会で承認され，同年１２月正式許可を受

け，１９７１年１月に玄海原子力発電所建設所を設置し，同年３月工事

計画の認可を受け建設工事に着工した。その後，１９７５年１月に初臨

界を迎え，同年１０月に営業運転を開始した。 

 

玄海原子力発電所１号機は，原子炉等の主要設備を設計から据付・試

運転まで三菱重工業㈱との契約により建設した我が国９番目の商業用発

電炉で，加圧水型炉としては我が国４番目，当社最初の原子力プラント

である。 
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２．２ 発電所の設備概要 

 

玄海原子力発電所１号機は，加圧水型の原子力発電所で燃料には濃縮

ウランを使用し，冷却材には軽水を使用している。 

原子炉内部ではウラン燃料が核分裂を起こし多量の熱を発生する。こ

の熱は１次系の水に伝えられ１次冷却材ポンプによって蒸気発生器へ送

られる。 

蒸気発生器へ送られた１次系の水は，伝熱管の内側を流れ，壁を隔て

て外側を流れる２次系の水に熱を伝えた後，再び原子炉に戻る。 

一方，蒸気発生器で熱を受けた２次系の水は蒸気となりタービンへ送

られ，タービン・発電機を回し電気を起こす。 

タービン・発電機で仕事を終えた蒸気は，復水器の伝熱管を介して海

水により冷却され，再び水に戻り蒸気発生器へ送られる。 

 

 （１）発電所の主要仕様 

     電気出力    ５５９ＭＷ 

     原子炉型式   加圧水型軽水炉 

     原子炉熱出力  １６５０ＭＷ 

     燃料      低濃縮ウラン（燃料集合体１２１体） 

     減速材     軽水 

     タービン    串型３車室４分流排気再熱再生式 

 

 （２）発電所の主要系統 

発電所の主要系統を資料２－１「玄海原子力発電所１号機主要系統

図」に示す。 
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２．３ 発電所の特徴 

 

玄海原子力発電所１号機は国内メーカの技術で設計・製作したＰＷＲ

であり，一部の機器を除き国産機器を採用するとともに，設計段階から

先行プラントの諸実績及び当社火力発電設備の諸実績を踏まえ，積極的

に改善を図ってきている。 

 

建設当初から，導入された特徴は次のとおりである。 

 

［１次系］ 

 

① 設備の国産化比率の向上 

先行プラントでの蒸気発生器，原子炉容器の国産化に続き，制御棒

駆動装置等についても国産化を図り，設備の国産化比率の更なる向

上を図った。 

 

② １次冷却材ポンプ点検作業の省力化 

モータとポンプの間にスプールピースを設け，モータを外さずにメ

カニカルシールを取替可能とした。 

 

③ ベローズ・シール弁の採用 

弁グランド部より放射性物質の漏えいを減少させるため，ベローズ

・シール弁を採用した。 

 

④ 被ばく低減対策（監視カメラの採用） 

高放射線レベル区域にある機器の監視をカメラによる遠隔監視とし

た。 

 

［２次系］ 

 

① 蒸気発生器の水質管理 

蒸気発生器の伝熱管保護のため，２次側の水質処理は全揮発性薬品

処理（ＡＶＴ）を採用した。 
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② 溶存酸素対策 

ユニット停止時は２次系の給水，復水系統を窒素シール可能とした。

ただし，脱気器は蒸気または窒素シール可能とした。 

 

また，玄海原子力発電所１号機では，運転開始後も発電所の安全性・

信頼性を更に向上させるため様々な改善を実施してきた。 

その主なものには次のものがある。 

 

（１）放射線監視装置の追加 

１９７９年３月に発生した米国スリーマイルアイランド発電所２号

機事故の反映として，第７回定期検査時（1983年度～1984年度）に，

格納容器内高レンジエリアモニタ並びに格納容器及び補助建屋排気筒

高レンジガスモニタを設置した。 

また，１９９１年２月に発生した美浜発電所２号機蒸気発生器伝熱

管損傷事象の反映として，第１５回定期検査時（1994年度）に，高感

度型主蒸気管モニタ及び主蒸気管モニタを設置した。 

 

（２）「原子炉圧力異常低」による安全注入信号の追加 

１９７９年３月に発生した米国スリーマイルアイランド発電所２号

機事故の反映として，第３回定期検査時（1978年度～1979年度）に，

安全注入が必要な場合には早期に自動的に作動するよう「原子炉圧力

異常低」信号を非常用炉心冷却設備の作動回路へ追加した。 

 

（３）蒸気発生器伝熱管損傷対策 

第５回定期検査（1981年度）以降，粒界腐食による蒸気発生器伝熱

管損傷が確認されたが，これに対しては，徹底的な原因究明を行うと

ともに，検査・補修技術の高度化等の諸施策を実施した。 

その後，被ばく低減，経済性の向上等を勘案し，第１５回定期検査

時（1994年度）に，改良型の蒸気発生器への取替えを実施した。 
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（４）１次冷却材温度計測設備改良 

定期検査時の被ばく低減及び１次冷却材圧力バウンダリの信頼性向

上を図るため，第１３回定期検査時（1991年度～1992年度）に，１次

冷却材温度を１次冷却材配管で直接計測する方法に変更した。 

なお，これに伴い不要となる１次冷却材温度測定用バイパスライン

を撤去した。 

 

（５）常用母線運用性向上対策 

１９９１年２月に発生した美浜発電所２号機蒸気発生器伝熱管損傷

事象の反映として，事故時（非常用炉心冷却設備作動時）に事故収束

手段の多様化を図る目的として，第１５回定期検査時（1994年度）に

改造を行い，常用母線の運用を変更した。 

 

（６）アクシデントマネジメント策の整備 

設計基準を超え，炉心が大きく損傷するおそれのある事態が万一発

生したとしても，それがシビアアクシデントに拡大するのを防止する

ため，もしくはシビアアクシデントに拡大した場合でもその影響を緩

和するため，第１８回（1998年度）及び第１９回定期検査時（1999年

度）にアクシデントマネジメント策の整備を行った。 

 

（７）主要機器更新工事 

設備の更なる信頼性向上を図るため，第２０回定期検査時（2000年

度～2001年度）に以下の工事を実施した。 

・原子炉容器上部ふた取替 

海外のプラントで報告された原子炉容器上部ふた管台取付部の

損傷事象にかんがみ，予防保全の観点から管台材料を従来よりも

耐食性に優れたものに変更する等，改良型のものへ取替えた。 

 

・中央計装盤取替 

操作性，監視性及び保守性の信頼性向上を図るため，国内プラ

ントで初めての中央計装盤一括取替えを実施した。 

また，取替にあたっては，当社最新プラントである玄海原子力

発電所３，４号機と同様なテレビ画面（ＣＲＴ）での監視を主体

とした制御盤へ取替えた。 
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・復水器細管取替 

１９９９年７月に発生した玄海原子力発電所１号機の復水器細

管漏えい事象にかんがみ，予防保全の観点から細管材質を従来の

アルミニウム黄銅管より耐食性の優れたチタン管に取替えた。 

なお，国内原子力発電所では復水器細管を全数取替えた実績

がなかったため，豊富な実績を持つ海外メーカの技術を導入した。 

 

・主変圧器及び所内変圧器取替 

予防保全の観点から長期的な信頼性向上を図るため，主変圧器

と所内変圧器を隣接配置した構造である一体型変圧器へ取替えた。 

 

・発電機回転子取替及び固定子巻替 

予防保全の観点から長期的な信頼性向上を図るため，回転子の

取替えと固定子コイルの巻替えを実施した。 

 

また，原子力発電設備の有効利用によりＣＯ２排出量を削減でき，地球

温暖化の防止にも貢献することができる定格熱出力一定運転実施に向

け，２０００年１２月の経済産業省通達「定格熱出力一定運転を実施す

る原子力発電設備に関する保安上の取扱いについて」の手続きに基づき

設備の健全性評価を実施し，２００２年３月より定格熱出力一定運転を

開始している。 
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２．４ 保守管理の概要 

 

原子力発電所の保守管理とは，発電所の安全・安定運転を確保するた

め，設備の点検・補修，改造を行うことにより，設備の健全性を確保し，

信頼性を維持向上することである。 

この目的を達成するために実施している保守管理のうち，運転中や定

期検査期間中に行う基本的な保全活動としては以下のものがある。 

プラントの運転中においては，運転管理の一環として安全上重要な設

備に対して定期試験（サーベイランステスト）を実施するほか，運転員

による巡視点検や保修員等による日常点検を実施している。 

電気事業法に基づく定期検査を，年１回程度の間隔でプラントを停止

し実施している。 

定期検査期間中には，自主保安の一環として，各設備について計画的

に定期点検（点検・手入れ，検査等の整備）を行い，設備の健全性の確

保に努めている。 

特に機器や設備の長期的な使用によって発生する経年変化に対しては，

定期検査及び定期点検時にその徴候を把握，評価し，経年変化の傾向を

把握することにより，設備の性能・機能が基準値を下回る前に予防保全

として計画的な取替え・補修を実施している。 

さらに，定期検査期間中には，国内外発電所の運転経験から得られた

教訓，技術開発の成果を反映して，計画的に改善を実施し，設備及び機

能の信頼性の維持向上にも努めている。 

なお，プラント停止の定期検査期間中においても安全機能（臨界防止，

燃料の冷却，放射能の閉じ込め，電源の維持）を確保できるよう工事や

点検工程を検討し実施している。 

これらの工事計画の立案・実施については，工事管理，保修員の教育

・訓練等と併せて保守マニュアルに定めており，原子力発電所の保守管

理は同マニュアルに沿って円滑かつ適正に行っている。 

また，同マニュアルは国内外原子力発電所の事故・故障等の反映，原

子炉施設保安規定等の変更を適時反映して改善している。 

今後はさらに，現状実施している保守管理活動の充実を図るために｢原

子力発電所の保守管理規定（ＪＥＡＣ４２０９－２００３）｣に基づき実

施する。（資料２－２｢原子力発電所の保守管理の概要｣参照） 
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 （１）設備の健全性及び信頼性の維持向上対策 

定期検査により機器の健全性の確保を図るとともに，国内外発電所

の事故・故障の再発防止対策，技術開発の成果の知見や定期点検の結

果を踏まえた経年変化対策に基づいて，設備の改良工事を計画的に実

施している。 

 

 （２）保守管理体制及び工事管理 

定期点検や改良工事の実施段階における作業は，プラントメーカを

はじめ多くの請負会社が実施し，当社の保修部門がこれを管理してい

る。 

定期点検及び改良工事を確立した体制の下，適正な工事管理を確実

に実施している。 

 

 （３）保守管理に従事する保修員の教育・訓練 

保守管理に従事する保修員の知識・技能を高め，長期にわたって人

員を確保するためには，適切な教育・訓練を実施し，教育・訓練内容，

方法の充実を図っていることが重要である。 

保修員の教育・訓練については，教育訓練計画に基づき実施すると

ともに，国内外の事故・故障等から得られた教訓を適宜反映し，教育

・訓練内容の充実を図っている。 

また，請負会社従業員についても，原子力訓練センターへの受入れ

により保守技術力の維持向上を図っている。 
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６．まとめ 

 

（１）総合評価 

玄海原子力発電所１号機のプラントを構成する機器について，今後

の高経年化対策に関する評価を実施した結果，大部分の機器について

は，現状の保全を継続していくことにより，また，一部の機器につい

ては，高経年化への対応として新たに講じる必要がある保全項目が抽

出されたが，これらについては長期保全計画として取りまとめ，具体

的な保全計画に反映し，計画的に実施していくことにより，長期間の

運転を仮定しても，安全に運転を継続することは可能との見通しを得

た。 

 

さらに，緊急性を有する課題ではないが，今後さらに充実すべき技

術開発課題を抽出した。これらについては成果等を活用し，保全活動

等に反映していくものとする。 

 

 

（２）今後の取組み 

策定した長期保全計画については，具体的に玄海原子力発電所１号

機の保全計画に反映し，実施していくとともに，今後１０年を超えな

い期間ごとに新たな知見を踏まえて高経年化対策検討に係る再評価を

実施し，検査の充実等プラントの保全計画に反映していく。 

また，高経年化対策検討に関する技術開発等，新技術，新知見が得

られたものについては，適時適切に活用し，保全活動に反映していく。 

 なお，これらの実施にあたっては，２００３年９月の「実用発電用

原子炉の設置，運転等に関する規則」の改正に伴い，保安規定に要求

される新たな品質保証及び保守管理の規定に基づき，確実に実施して

いくものとする。 

 

 当社は，高経年化対策に関するこれらの活動を通じて，今後とも原

子力プラントの安全・安定運転に努めるとともに，安全性・信頼性の

なお一層の向上に取り組んでいく所存である。 

 

 

以上 


